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Ⅰ 食育推進計画の基本的考え方 

 

１．計画策定の趣旨 

 「食べること」とは生きることであり、生涯にわたって健康で生き生きと暮らしていくた

め、また知育、徳育、体育の基礎ともなり豊かな人間性を育むためには欠かすことのできな

いことです。 

 豊かな自然環境のなかで、川本町の「食」に関わるさまざまな活動は、「食」を選択する

力を身につけ、食を楽しむ心やふるさとへの愛情を育み、さらには活力ある地域づくりへと

つながっていきます。 

 川本町では平成２０年度に「川本町食育推進計画」を策定し、平成２６年４月からは第二

期計画、平成３１年４月からは第３期計画に移行し、「食育」を推進してきました。保育所

から高等学校までの関係機関との連携、また食生活改善推進協議会と連携し、地域力を活か

したライフステージに沿った食育に取り組んでいます。 

しかしながら、若い世代から働き盛り世代にかけて朝食の欠食率が依然高く、また野菜の

摂取量が推奨量に満たない人が多いなど、バランスの良い食生活を送ることができていな

い人が少なくないのが現状です。また、メタボリックシンドローム・予備群該当者率の増加、

肥満者の増加、生活習慣病についても高血圧や糖尿病有病率が高いなど、健康に配慮した生

活を支援する必要があります。 

 こうした食をめぐる現状とこれまでの取り組みで明らかとなった課題や、島根県の食育

推進計画第四次計画を踏まえ、より一層食育を推進していくために第四期計画を策定いた

しました。 

 

２．計画の位置づけ 

本計画は、食育基本法第１８条第１項に基づく市町村計画として位置づけ、食育を具体

的に推進するための計画として策定しました。計画の実施にあたっては、既存の関連計画

等と調和を図りながら食育を推進します。 

 

 

 

 

 

 

参考：食育基本法第１８条抜粋 

（市町村食育推進計画） 

第十八条 市町村は、食育推進基本計画（都道府県食育推進計画が作成されているときは、食

育推進基本計画及び都道府県食育推進計画）を基本として、当該市町村の区域内における食育

の推進に関する施策についての計画（以下「市町村食育推進計画」という。）を作成するよう努

めなければならない。 
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３．計画の期間 

 本計画の期間は令和６年度から令和１０年度までの５年間とします。以後５年を一期

として必要に応じて見直し、更新を行います。 

 

 

４．推進体制 

本計画は、町内の食に関わる全ての関係機関によって組織する「食育推進ワーキング」

によって、さまざまな視点からの意見を反映させながら推進していきます。 

 

 ■食育推進ワーキング 

 （１）構成機関 

    ・保育所              ・川本町食生活改善推進協議 

    ・小学校              ・川本町エゴマ振興協議会 

・中学校              ・島根県県央保健所 

・高等学校             ・川本町 産業振興課 

    ・川本町社会福祉協議会       ・川本町 教育課 

    ・川本町給食センター        ・川本町 健康福祉課（事務局） 

 

 

 

食育基本法 

（平成１７年７月施行） 

食育推進基本計画 

（法第１６条） 

川本町健康長寿すこやかプラン 

（平成２７年施行） 

島根県食育推進計画 

第四次計画（令和５年度～令和１０年度） 

（法第１６条） 

「食」と「健康」併せて推進 

川本町食育推進計画 

第四期計画 
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（２）内容 

   ・年１回の開催 

   ・各機関の取り組み状況報告等 

   ・計画の推進及び進捗状況の確認 

   ・計画の評価、見直し 

 

 

■食育推進体制イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川本町民 

国 

県 

町 

保育所・小学校 

中学校・高等学校 

社会福祉協議会 

学校給食センター 

医療機関 

食生活改善推進協議会 商店・生産者 
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５．基本理念 

川本町の食育を推進するにあたって、町民一人一人をはじめ、食育に関わる全ての関係

者がめざす共通の目標として基本理念を定めます。 

 

 

 

 

 

６．基本方針 

  本町の課題をふまえ、３つの基本方針を掲げ、基本理念の実現をめざします。 

  

■ 生涯を通じて健全なからだを育む「健康力」を育てる食育の推進 

乳幼児期から高齢期までの全てのライフステージにおいて、食を通じて望ましい生活

のリズムを身につけ、心身ともに健康で生き生きと過ごすための健康力を育む。 

 

■ 体験を通じて食を楽しむ心、自己選択力を育てる食育の推進 

豊かな自然環境を活かして、栽培、収穫、調理等を体験し、食に関わるすべての人や

ものに感謝するとともに、楽しむ心を育みます。また、体験等から得た正しい知識を

もち、自己選択力を身につける。 

 

■ 豊かな食環境、食文化を次世代に継承するための食育の推進 

   地産地消の取り組み、郷土料理や伝統的な食文化を、子ども達へ継承することにより、

地域のひと、もの、ことを感じる心を育む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊かな自然環境を活かして育もう「健康力」「食を楽しむ心」「自己選択力」 
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７．食育スローガンの活用 「えごまわやさしい」 

町民一人一人が日々の食生活をふり返り、身近に実践できるものを示した本町独自の

食育の合い言葉を定め、日常生活の中で自分や家族の食育を通じた健康づくりについて

意識を高めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「いただきます」「ごちそうさま」を言いましょう 

塩分ひかえて生活習慣病予防 

食文化、伝え続ける川本の心 

３５０ｇは５皿分。しっかり野菜を食べましょう 

やっぱりおいしい川本食材 

輪をつくり、地域ですすめる食育推進 

まずは食べよう、朝ごはん 

ごはんがつなぐ家族の団らん 
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Ⅱ 川本町の現状と課題 

 

１．第三期計画 目標達成状況 

 

指標 策定時 

（H31 年度） 

目標値 現状値 

（R5 年度） 

基準年比較/

達成状況 

備考 

地元の農産物や伝統料理を学

び、利用しよう 

学校給食での地元農産物の利用割合 

（島根県内産を含む） 

48.6％ 54.0% 76.8％ 

 

↑〇 

 

令和５年度調べ 

毎日朝ごはんを食べよう 朝食を毎日食べる人の割合      

＊ 1.6 歳児 96.0％ 100% 100％ ↑/○ 1.6 歳児健診問診表（R4） 

＊ ３歳児 95.7％ 100％ 100% ↑/○ 3 歳児健診問診表（R4） 

＊ 小学生 95.6％ 100% 97.5％ ↑/× 健康づくりに関するアンケート調べ（R4） 

＊ 中学生 100％ 100% 90.7％ ↓/× 健康づくりに関するアンケート調べ（R4） 

＊ 高校生 92.7％ 100% 90.9％ ↓/× 健康づくりに関するアンケート調べ（R4） 

＊ 20 歳代 87.5％ 90.0％ 33.3％ ↓/× 健康づくりに関するアンケート調べ（R4） 

＊ 30 歳代 77.4％ 79.7％ 83.0％ ↑/× 健康づくりに関するアンケート調べ（R4） 

家族と一緒に食べることの楽

しさを知ろう 

夕食を一人で食べる子どもの割合      

＊ 小学生 0.9％ 0％ 1.7％ ↑/× 健康づくりに関するアンケート調べ（R4） 

＊ 中学生 0％ 0％ 3.7％ ↑/× 健康づくりに関するアンケート調べ（R4） 

＊ 高校生 6.8％ 3.6％ 4.3％ ↓/× 健康づくりに関するアンケート調べ（R4） 

☆週に１度は家族とそろって食卓を囲

む人の割合 

73.3％ 増やす 78.6% ↑/○ 健康づくりに関するアンケート調べ（R4） 

食に関心を持とう 自分の体のために毎日の食生活を意識

している割合 ＊ 高校生 

86.2％ 94.8％ 84.6％ ↓/× 健康づくりに関するアンケート調べ（R4） 

食育の取り組みを積極的にすすめるべ

きと思う人の割合 ＊ 成人 

86.2％ 90.0％ 87.0％ ↑/× 健康づくりに関するアンケート調べ（R4） 

野菜をしっかり食べよう 毎食野菜を食べている人の割合 44.8％ 47.2％ 44.9％ ↑/× 健康づくりに関するアンケート調べ（R4） 

☆野菜料理を 5皿以上食べている人の

割合 

2.9％ 4.0％ 2.9% -/× 健康づくりに関するアンケート調べ（R4） 

バランスのとれた食事を理解

しよう 

偏食をすることがある幼児の割合 28.0％ 21.0％ 21.9% ↓/× 乳幼児健診問診表（R4） 

健康作り応援店数 7 店 11 店 7 店 ×  

食と生活習慣病予防との関わ

りや重要性を理解しよう 

☆日常生活で塩分をとりすぎないよう

にいつも気をつけている人の割合 

47.2％ 増やす 44.3% ↓/× 健康づくりに関するアンケート調べ（R4） 

☆濃い味付けを好んで食べる人の割合 7.0％ 減らす 52.1% ↑/× 健康づくりに関するアンケート調べ（R4） 

メタボリックシンドロームの該当者及

び予備群の減少率 

29.8％ 

＋5％ 

10％削減 33.2% ↑/× 特定健康診査結果（R4） 
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２．川本町の現状把握 

（１）年齢別人口の推移 
  本町の人口推移を示しています。 

 年齢構成別にみると、15 歳～64 歳の割

合が徐々に高くなってきていますが、依然

として高齢化率は高く、令和４年度は 45.

８％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

（２）平均寿命と平均自立期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
出典：人口動態統計 
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令和４年度

年齢構成別人口割合の推移

15歳未満 15歳～64歳 65歳以上

出典：人口動態統計 

H24～H28 H29～R3 H24～H28 H29～R3

男性 78.08 81.27 80.42 81.42

女性 88.48 86.70 87.18 87.87

男性 17.42 19.20 17.68 18.26

女性 21.86 21.45 21.05 21.49

男性 9.49 11.17 10.24 10.76

女性 12.93 12.28 12.34 12.68

川本町 島根県

平均寿命（年）

65歳平均自立期間

75歳平均自立期間
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 本町の平均寿命について、男性はやや長く、女性についてはやや短くなりました。県と比

較すると、男女ともに県より短い値を示しています。平均自立期間は男性については県より

長く、女性はほぼ同じ値を示しています。本町での推移をみると、男性は平均自立期間が延

びていますが、逆に女性は短くなっています。 

 

 

（３）国民健康保険 医療費について 

  一人当たり医療費推移を県と比較すると、本町の医療費が高いことが分かります。 

 令和２、３年度は、一人当たり医療費の県内順位は１位、令和４年度は２位と、医療費が

高い状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：Focus 

H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度

県計一人当たり医療費 425,161 437,878 438,349 453,420 458,588

川本町計一人当たり医療費 502,079 585,540 567,739 556,400 577,906

川本町費用額 347,940,890387,042,100375,842,960362,216,700361,191,390

320,000,000

330,000,000

340,000,000

350,000,000

360,000,000

370,000,000

380,000,000

390,000,000

0

100,000
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国民健康保険医療費

県計一人当たり医療費 川本町計一人当たり医療費 川本町費用額

出典：Focus 
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 糖尿病、高血圧症、脂質異常症等の基礎疾患費用額は減少傾向にありますが、糖尿病の費

用額は依然として高い状況です。脳出血や脳梗塞等の重症化疾患の費用額が高くなってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：Focus 

人 

円 
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（４）国民健康保険 特定健診から分かる生活習慣病の状況について 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年度によりばらつきはありますが、メタボリックシンドローム該当者・予備群共に県と比

較して高い傾向にあります。特に予備群の割合は全ての年で県を上回っており、一次予防に

力を入れていく必要があることが分かります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本町、県共に男性の方がメタボリックシンドローム該当者・予備群が多い状況です。女性

については、該当者は県より少ないですが、予備群が多い状況です。 

  

26.8

7.6

27.7

10.9

17.5

10.2

16.7

5.7

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

男 女 男 女

川本町 島根県

令和４年度 メタボリックシンドローム該当者・予備群

男女比率 県比較

メタボ該当者 予備軍
出典：KDB 

％ 

18.0% 18.0%
23.0%

19.7% 21.3%

12.2% 11.5%

11.7%
11.6%

11.9%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

H30 R1 R2 R3 R4

メタボ該当者・予備軍の割合（川本町）

川本町 該当者 川本町 予備軍

19.6% 20.1% 21.0% 21.0% 21.2%

10.9% 10.7% 10.9% 10.8% 10.4%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

H30 R1 R2 R3 R4

メタボ該当者・予備軍の割合（島根県）

県 該当者 県 予備軍

出典：focus 
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 メタボリックシンドローム該当者・予備群のリスク因子として最も多かったのは「血圧の

み」で 26.0％、次いで「血圧・脂質」「血糖・血圧・脂質」で 25.0％でした。血圧をリス

ク因子に持つ人の割合が多いことが分かります。 

 

 

 

特定健診の質問項目から、生活習慣に関わる項目について、県と比較しました。①につい

て、運動習慣がある人がかなり少ないことが分かります。②について、咀嚼する力が弱い人

が多いことが予想されます。③について、歩行速度が県と比べて遅い人が多く、①の運動習

慣のない人の割合と合わせ、普段からの運動不足が懸念されます。⑤について、就寝前に夕

食を食べることは肥満につながりますが、本町は県より高い値となっています。⑥について、

県と比較しても高い値を示しており、３割弱の人は何かしらの間食を毎日摂っていること

が分かります。 

  

 質問項目 川本町 島根県 

 ① 1回 30分以上の運動習慣なし 77.1% 66.2% 

 ② 咀嚼ほとんどかめない 3.6% 0.9% 

 ③ 歩行速度遅い 70.8% 58.1% 

 ④ 食事速度がはやい 21.4% 25.1% 

 ⑤ 週 3回以上就寝前夕食 18.8% 14.1% 

 ⑥ 毎日朝昼夕３食以外の間食や甘いもの 28.6% 25.9% 

出典：KDB 

血糖のみ

2%

血圧のみ

26%

脂質のみ

6%

血糖・血圧

12%

血糖・脂質

4%

血圧・脂質

25%

血糖・血圧・脂質

25%

R4年度 メタボリックシンドローム該当者・予備軍リスク因子
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（５）国民健康保険 糖尿病の状況について 

 

 ■糖尿病有病者の割合（令和４年度）（島根県国民健康保険団体連合会特定健康診査結果統計より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 糖尿病有病者の割合を県と比較してみると県中央部が高い傾向がみられ、本町は 13.9％

で 4 番目に高いことが分かります。男女別にみると、全ての市町村で男性が高い割合を示

しています。 
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 ■糖尿病予備群の割合（令和 4年度）（島根県国民健康保険団体連合会特定健康診査結果統計より） 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 糖尿病予備群の割合を県と比較してみると、本町は 16.9％で 6 番目に高いことが分か

ります。予備郡では女性もかなり高い値を示しているので、注意が必要です。 
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■糖尿病にかかる年齢調整一人当たり費用額（島根県国民健康保険団体連合会医療費統計より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 糖尿病の一人当たり費用額が最も高いのは本町の3,298円でした。県の平均額は1,526

円でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：糖尿病の検診判定基準 

  空腹時血糖 ＨｂＡ１ｃ（％） 

異常 

 

 

 

正常 

受診勧奨 

判定値を越えるレベル 

126～ 6.5～ 

保健指導 

判定値を越えるレベル 

110～125 6.0～6.4 

100～109 5.6～5.9 

基準範囲内 ～99 ～5.5 

ＨｂＡ１ｃ（％）＝赤血球中に含まれている血色素であるヘモグロビンがブドウ糖と結合した状態の成分を指し示す名称です。ヘ 

モグロビンは血液中のブドウ糖と結合しやすい性質をもっており、その現象は｢糖化｣と呼ばれます。血糖値が 

高い状態が続くと、糖化したヘモグロビンの部分、すなわちＨｂＡ１ｃの割合が増え、高値を示します。 
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■特定健診結果から分かるＨｂＡ１ｃ区分別割合の年次推移（令和 2～４年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本町の特定健診結果から、ＨｂＡ１ｃ区分別割合の推移を示しています。保健指導レベ

ル以上の方の割合はほぼ横ばいで推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 糖尿病患者の方の判定区分別割合をみると、受診勧奨域の方が 13.0％、保健指導判定域

の人が 62.0％でした。 

％ 

1.4 2.6 1.8
2.9

3.3
3.5

7.2 8.4 7.1

63.8 60.8 62.1

24.7 24.9 25.5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

R2 R3 R4

ＨｂＡ１ｃ区分別割合の推移

8.0以上 7.0～7.9 6.5~6.9 5.6~6.4 5.6未満

出典：Focus 

25%

62%

13%

糖尿病判定区分別割合

正常域 特定保健指導判定域（境界域） 受診勧奨域（糖尿病型）

出典：Focus 
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■糖尿病・予備群（HbA1c5.6以上）年代別男女割合（令和４年度） 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

  全体的に 60歳代、70 歳代に糖尿病・予備群該当者が認められます。受診勧奨域に 50

歳代の人が１～２割、また境界域には 40歳代の人も認められます。若い世代からの予防

が大切であると考えます。 

 

 

＊単位：％   出典：Focus 

HbA1c区分

男女別 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

40歳代 1.3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

50歳代 5.1 5.2 0.0 12.5 0.0 25.0 0.0 0.0

60歳代 31.6 32.3 25.0 62.5 50.0 0.0 50.0 0.0

70歳代 62.0 61.5 75.0 25.0 50.0 75.0 50.0 100.0

5.6～6.4 6.5～6.9 7.0～7.9 8.0以上
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３．乳幼児健診問診表からみえる乳幼児期の現状と課題について 

（１）食事について 

 

 ■乳幼児期から、朝食を欠食することがある家庭が少数ながら認められる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1．6 歳児は欠食率 0％で推移していましたが、３歳児につ

いては令和３年度に朝食を欠食している人が多い状況でした。生活リズムを身につける

時期に、朝食を食べる習慣づけは重要です。 

 

 

■偏食をする子どもが多い 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  乳幼児期は偏食がみられる時期です。乳幼児健診での相談事としても、偏食について

は多く、その食品として「野菜」は多くあげられます。しかし、保育所では食べている子

が多いようです。 

22.2%

28.6%

18.8%

36.0%

22.2%
25.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

令和２年度 令和３年度 令和４年度

「偏食あり」と答えた人の割合 年次推移

１．６歳 3歳
出典：乳幼児健診問診表より 

0.0% 0.0% 0.0%0.0%

5.6%

0.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

令和２年度 令和３年度 令和４年度

朝食の欠食率割合 年次推移

１．６歳 3歳

出典：乳幼児健診問診表より 
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（２）おやつについて 

 

■おやつを食べる時間が決まっていない人が３割程度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  おやつを食べる時間帯を決めていないという人が令和４年度は増加し、３割程度認め

られました。 

 

■「スナック類」をあげる人が最も多く、「果物」以外では「チョコレート類」「ビスケット

類」も依然として多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  おやつの内容をみると、令和 2 年度、4 年度と「スナック類」が最も多くなっていま

す。「果物」も上位に入っていますが、「ビスケット類」「チョコレート類」を選ぶ人も多

く、虫歯などに注意が必要であるといえます。 

 

出典：乳幼児健診問診表より 

72.0%
83.3%

66.7%

28.0%
16.7%

33.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

令和2年度 令和3年度 令和4年度

３歳児 おやつを食べる時間について 年次推移

決まっている 決まっていない

【３歳児あげているおやつの内容 多い順 年次推移】 

出典：乳幼児健診問診表より 

令和２年度 令和３年度 令和４年度

１位 スナック類 果物 スナック類

２位 果物 ビスケット類 チョコレート類

３位 ビスケット類 チョコレート類 牛乳

４位 チョコレート類 おかき類 ビスケット類

５位 牛乳 ヨーグルト ジュース
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  おやつとして推奨されているものについての摂取割合をみてみると、「果物」や「牛乳」

「ヨーグルト」などの乳製品をが多いことが分かります。「手作りおやつ」や「おにぎり」

などのひと手間必要なものは少数でした。 

 

  

令和2年度 令和3年度 令和4年度

果物 13.2% 17.6% 5.7%

牛乳 10.3% 5.9% 11.4%

ヨーグルト 4.4% 9.8% 0.0%

手作りおやつ 2.9% 0.0% 2.9%

おにぎり 2.9% 2.0% 2.9%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

推奨されるおやつの摂取割合 年次推移

出典：乳幼児健診問診表より 
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（３）歯の健康について 

 

■一人当たり平均むし歯数、むし歯有病率共に減少傾向にある 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  県と比較すると、一人平均むし歯数・むし歯有病率ともに年によってばらつきがありま

すが、概ね県より少ない値を示しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  点検磨き率については毎年高い割合を示していますが、まだまだ保護者への啓発が必

要です。 

0.86本

0.04本

0.45本 0.39本

22.7%

4.0%

15.6%

13.3%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

0本

0.5本

1本

1.5本

2本

令和元年度 令和2年度

３歳児 平均むし歯数・むし歯有病率の年次推移（県比較）

平均むし歯数(川本町） 平均むし歯数(島根県）

むし歯有病率（川本町） むし歯有病率（島根県）
出典：歯科保健評価表より 

77.8%

95.2%
100.0%96.0%

83.3%
75.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

令和2年度 令和3年度 令和4年度

点検磨き率 年次推移

１．６歳児 ３歳児

出典：乳幼児健診問診表より 
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■食事を丸のみしており、しっかりかむことが出来ていない子がいる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  食事についての保護者の困り事として、｢食事を丸のみする｣という回答をした方が、か

なり増加しています。令和 4 年度は 1.6 歳児で２割、2 歳児は 1 割強の人が丸のみをし

ている状況です。 

 

 

乳幼児期の健康課題 

・正しい生活リズムの基盤づくりの時期でもあり、朝食を食べることは大切なことです。重

要性を保護者へ働きかけていく必要があります。 

・まだまだ１食の摂取量が少ない乳幼児にとってのおやつの意義や、必要性についての知識

を保護者へ伝え、内容や量について、また時間を決めること等の指導を行っていく必要が

あります。 

・歯みがきは乳幼児期からの習慣づけが大切です。食後は歯ブラシを持つよう習慣づけるこ

とが必要です。まだまだみがき方が上手ではないため、保護者による点検磨きを徹底する

よう働きかけていく必要があります。 

・離乳食は、生涯のかむ力を育てる大切な時期です。この離乳食期にきちんとした段階を踏

んで進めていくことで、少しずつかむ練習ができ、咀嚼という行為を習得していきます。

顎や舌などの動きをしっかり見て、発達状態に合った食事をあげることが大切です。 

・しっかりかんで食べる事は、顎の発達、脳の発達に影響を与えます。またしっかりかんで

唾液をよく分泌させることで、むし歯予防につながります。乳幼児期からしっかりかんで

食べるような働きかけをする必要があります。また、食事の中にかみごたえのある食材を

取り入れる工夫をする必要があります。 

出典：乳幼児健診問診表より 

5.6%

9.1%

20.0%

10.0%

5.3%

12.0%
9.1%

0.0%

4.3%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

年齢別食事を丸のみしている子の割合 年次推移

１．６歳児 ２歳児 ３歳児
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４．学齢期の現状と課題について 

（１）肥満と痩身について 

 

■川本小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川本小学校の肥満・痩身傾向の状況について、低学年～中学年から肥満傾向児が出現し

ています。１年生男子 6.2%、2年生男子 7.7%・女子 14.3%、３年生男子 15.4％、4

年生男子 20.0％・女子 8.3％、5 年生男子 11.1％に肥満傾向が認められます。６年生

には肥満傾向の児童はいませんでした。 

一番肥満傾向の児童の割合が高いのは中学年にあたる３～４年生の年代です。また、全

体的に男子の方が肥満傾向児の割合が高いことが分かります。痩身傾向の児童は今回の

調査では１人もいませんでした。 

痩身の児童を認めないことから各家庭で食事をしっかりとれていると言えます。一方

で、肥満傾向児の割合がこれ以上高くならないよう、低学年～中学年の段階から対策を講

じていく必要があることが分かります。 

  

＊ 肥満度＝（実測体重－身長別標準体重）／身長別標準体重×100（％） 

 

出典：川本小学校身体計測結果より 
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■川本中学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 川本中学校の肥満・痩身傾向の状況について、1年生男子 12.5％、2年生女子 25.0％、

男子 11.1％、3年生男子 9.1％に肥満傾向が認められました。男子では全学年で肥満傾向

の児童が認められます。痩身傾向の児童は今回の調査では認められませんでした。 

 

 

 【令和４年度 島根県学校保健統計調査より】 
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女

1
年

２
年

３
年

川本中学生１年生～３年生 肥満・痩身の状況

肥満傾向（肥満度＋20％以上） 標準（肥満度±2０％以内）

痩身傾向（肥満度－2０％未満）
出典：川本中学校身体計測結果より 
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 島根県学校保健統計調査の中で、島根県と全国の肥満傾向児と痩身傾向児の出現率が

示されています。肥満傾向児について、男子の方が女子より割合が高く、特に中学生以上

で割合の顕著な違いが認められます。痩身傾向児については、男子は中学生の年代で一気

に痩身の割合が増加しており、女子は中学生の年代で割合は増加するものの全国と比較

して痩身の割合はかなり低くなっています。 
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（２）歯の健康について 

 

 ■12歳児（中学１年生）の平均むし歯数は県より低い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  本町の 12歳児（中学 1年生）について、一人平均むし歯数の年次推移を示していま

す。県と比較して毎年低い値で推移しています。小・中学校で行っているフッ素洗口など

のむし歯防止のための取り組みを今後も続けていく必要があります。 

 

 

■食後の歯みがきを習慣づける 

 

【小学校】 

毎日する 109人 89.4% 

時々する 10人 9.7% 

しない 0人 0.9% 

計 119人 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎日する, 

109人, 

92%
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しない, 0人, 

0%

11.0%

71.6% 75.2%

37.6%

67.0%

0.0%

0.0%

50.0%

100.0%

0.16本

0.67本

0.21本

0.84本
0.8本

0.9本

0本

0.2本

0.4本

0.6本

0.8本

1本

令和元年度 令和2年度 令和3年度

１人平均むし歯数（１２歳児） 年次推移

川本町 島根県 出典：Ｒ3 歯科保健評価表 

25



  【中学校】 

 

 

 

 

 

 

  小学生、中学生共にほとんどの人が歯みがき習慣があることが分かります。しかし、

歯みがきを行う時間帯をみると、小学生において、最もむし歯ができやすいとされてい

る夜に歯みがきをしている人の割合が少ない事が分かりました。歯みがきの重要性を理

解し、歯みがきの習慣づけを徹底することが必要です。 

 

 

■小学生で 2割弱、中学生で 1割弱の人がよくかんでいない 

 

【小学生】 

よくかむ（３０回くらい） 23人 20.4% 

まあまあかむ（２０回くらい） 71人 62.8% 

あまりかまない（１０回くらい） 18人 15.9% 

ほとんどかまない 0人 0.0% 

未回答 1人 0.9% 

計 113人 100% 

 

 

【中学生】 

よくかむ（３０回くらい） 12人 22.2% 

まあまあかむ（２０回くらい） 33人 61.1% 

あまりかまない（１０回くらい） 9人 16.7% 

ほとんどかまない 0人 0.0% 

計 54人 100% 

 

 

 食事を「よくかむ」という人が小学生、中学生ともに２割程度にとどまり、「あまりかま

ない」「ほとんどかまない」という人が小学生２割強、中学生２割弱でした。よくかんで食

べるという意識が希薄であることが分かります。 

 

毎日する 52人 96.3% 

時々する 2人 3.7% 

しない 0人 0.0% 

計 54人 100% 

出典：川本町健康づくりに関するアンケート結果より 

毎日する, 

52人, 

96%

時々する, 2人, 

4%

しない, 0人, 

よくかむ（30

回くらい）

22%

まあまあかむ（20回くらい）

61%

あまりかまない（10回く

らい）

17%

よくかむ（30回くら

い）

19%

まあまあかむ（20回くらい）

54%

あまりかまない

（10回くらい）

24%

ほとんどかまない

1%

無回答

2%
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学童期の健康課題 

・学童期肥満の原因として、孤食や夜食の摂取等による摂取エネルギーの過多や、テレビゲ

ームやスマートフォンなどの普及による活動量の減少などが考えられます。学童期の肥

満は、思春期肥満を経て成人期肥満に連係していくため、早い段階から生活習慣病予防に

ついての知識を深め、望ましい生活習慣を身につけるための支援が必要です。 

・むし歯を予防するため、歯みがきを行う習慣づけを徹底することが必要です。特に寝てい

る間にむし歯ができやすいことから、夕食後又は就寝前の歯みがきを徹底するように働

きかけていく必要があります。 

・よくかむということは、食べ物の消化吸収を助けるのはもちろんのこと、唾液の分泌を促

し、むし歯ができにくくなる効果もあります。しっかりかむことによる体への影響を伝え

るとともに、しっかりかんで食べるよう習慣づける働きかけをしていく必要があります。 
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５．高等学校期の現状と課題について 

（１）食事について 

 

 ■朝食を毎日食べる人の割合が 9０.９％と増加傾向にあるが、８.６％は朝食を毎日は食

べていない 

 

毎日食べる 189 人 90.9% 

週に２～３日食べない日がある 14 人 6.7% 

週に４～５日食べない日がある 1 人 0.5% 

ほとんど食べない 3 人 1.4% 

未回答 1 人 0.5% 

計 208 人 100% 

 

 

 【｢毎日食べる｣以外の人について、食べない理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ｢朝食を毎日食べている｣と答えた人は、平成 2９年度調査値 92.7％から 90.9％と 

 わずかに減少しました。週に 2～3 日食べない日がある人は 6.7％、週に 4～５日食べな 

い日がある人は 0.5％、ほとんど食べない人は 1.4％でした。理由としては｢時間がない 

から｣と答えた人が 53.3％、次いで｢食欲がないから｣と答えた人が 40.0％でした。時間 

や食欲がない中でも朝食を食べてもらうため、重要性を理解してもらう教育を継続して 

いく必要があります。 

 

毎日食べる 189人

91%

週に４～５

日食べな

い日があ

る 1人

1%

ほとんど食べない 3人

1% 未回答 1人

0%

53.3%

40.0%

6.7%
0.0% 0.0%

13.3% 13.3%

0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%

100.0%
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【就寝時間について】 

 

１１．何時頃に寝ますか？ 

２２時までに寝ることが多い 4 人 2.9% 

２２時～２３時の間に寝ることが多い 44 人 23.6% 

２３時～２４時の間に寝ることが多い 137 人 54.8% 

２４時を過ぎてから寝ることが多い 46 人 17.3% 

未回答 3 人 1.4% 

 

 夜の就寝時間をみると、23 時以降に寝ることが多い人が 72.1％と大変多い状況です。 

前記にもありますが、全校生徒の半数以上が寮生であるため、就寝時間も寮で定められてい 

る消灯時間（おおよそ 22 時 30分～23時）前後になる生徒が多くなっています。｢24時

を過ぎてから寝ることが多い｣と答えた人は 17.3％を占めています。 

 

 毎日食べる 毎日食べない 

２３時～２４時の間に寝ることが多い 93.8%(106名) 6.2%(7名) 

２４時を過ぎてから寝ることが多い 80.6%(29名) 19.4%(7名) 

23 時以降に寝ると答えた生徒の朝食の摂取状況を見ると、「24 時を過ぎてから寝るこ

とが多い」と答えた生徒の約２割は朝食を毎日食べていないことが分かりました。遅い就寝

時間が朝食の欠食と関わっていると考えられます。 

 

 

■夕食を一人で食べる人の割合は減少傾向にあるものの、4.3％は一人で食べている 

 

  【夕ごはん】 

家族みんなで食べる 77 人 32.9% 

家族の誰かと食べる 13 人 5.6% 

寮生と一緒に食べる 115 人 49.1% 

一人で食べる 16 人 6.8% 

その他（日によって色々、部活の日は一

人） 

2 人 0.9% 

未回答 11 人 4.7% 

  

 寮生が大変多いという実態があるため、｢寮生と一緒に食べる｣と答えた人が最も多く、 

49.5％でした。｢一人で食べる｣と答えた人については、平成 29 年値の 6.8％と比べ、 

4.3％と減少しています。 

22時までに寝る

ことが多い…

22時～23時の間に

寝ることが多い

24%

23時～24時の間に

寝ることが多い

55%

24時を過ぎてから

寝ることが多い

17%

無回答

1%

家族みんなで食べる

34%

家族の誰かと

食べる 6%

寮生と一緒に食べる

50%

一人で食べる 4%

無回答

6%
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（２）健康意識について 

 

 ■自分の体のために毎日の食生活を意識している割合はわずかに減少した 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分の体のために毎日の食生活を意識している人の割合は、令和５年値は 84.6%と

減少しました。しかし、依然として８割以上の高校生は食生活を意識しているという結

果になりました。本町では、年に１回島根中央高等学校に上級食育指導士の講師をお招

きし、１年生を対象に将来を見据えた食事と健康についての食育講演会を実施していま

す。今後の自分の食生活について改めて考える良いきっかけになると考えます。 

 

 

高等学校期の健康課題 

・自立した社会生活を控えている時期でもあり、将来を見据えた望ましい食生活について 

理解する必要があります。朝食の重要性について理解し、実践できるような生活習慣を身 

につけるよう支援していきます。 

・食事はコミュニケーションの場でもあります。夕食を一人で食べる人の割合の減少を目指

し、家族や寮生などと一緒に楽しく食卓を囲むよう声かけしていく必要があります。 

・独立した生活を行っていく上で、自分の体の健康のため、食生活について意識していくこ 

 とは大切なことです。食生活について関心を強めていくよう支援していきます。 

 

86.2%

84.6%

83.0%

84.0%

85.0%

86.0%

87.0%

平成３０年 令和５年

自分の体のために毎日の食生活を意識し

ている人の割合
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６．「健康づくりに関するアンケート」調査結果からみえる 

現状と課題 

（１）朝食の摂取状況 

 

 ■朝食の摂取状況は、基準年（平成３０年度）より悪化している 

  朝食の欠食率を減らすことは、第三期計画の重点項目にも据えており、「朝食を毎日食 

べる人の割合」目標を、幼児～高校生 100％、20歳代 90％、30歳代 79.7％としま 

した。結果、幼児 100％、小学生 97.5％、中学生 90.7％、高校生 90.9％、20歳代 

33.3％、30歳代 83.0％となっています。幼児、小学生、30歳代は平成 30年度値と 

比較して改善されていますが、幼児以外の年代は目標達成には至りませんでした。 

 

 

 

 

■20歳代女性、30歳代～50歳代男性の欠食率が高い 

全体的にみて、県・本町共に２０歳代～５０歳代の欠食率が高いことがわかります。特

に男性については、４０歳代～５０歳代で「週４～５日食べない日がある」「ほとんど食

べない」の人が高い割合を占めています。 

朝食を毎日食べる人の割合 平成 30年

度 

令和５年度目標値 令和５年度 

現状値 

基準年比較／

達成状況 

 1.6歳児 96.0％ 100％ 100% ↑ 〇 

3歳児 95.7% 100% 100% ↑ 〇 

小学生 95.6％ 100％ 97.5％ ↑ × 

中学生 100％ 100％ 90.7％ ↓ × 

高校生 92.7％ 100％ 90.9％ ↓ × 

20歳代 87.5％ 90.0％ 33.3％ ↓ × 

３0歳代 77.4％ 79.7％ 83.0％ ↑ × 
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【島根県】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【川本町】 

 

 

と、 

 

 

 

 

 

 

 

■朝食を食べない理由は、「時間がない」「食欲がない」が多い 

朝食を食べない理由として最も多かった回答は、小学生、中学生共に「食欲がないから」

でした。成人については、「時間がないから」「食欲がないから」と答えた人が最も多く、同

率で 24.4％となっています。朝食の欠食率が高く、「ほとんど食べない」人の割合が最も

多かった 50歳代男性の食べない理由としては、「食欲がないから」が最も多くなりました。 

 

■朝食の内容について、バランスに課題あり 

朝食は食べていても、内容に偏りがある人が多くいることが分かりました。主食を食べる

習慣のない人は、小学生は 0％、中学生は 3.7％、高校生は 3.4％でした。 

％ ％ 20代 30代 40代 50代 60代 70代

週に２～３日食べない日がある 0% 25% 9% 23% 3% 2%

週に４～５日食べない日がある 0% 0% 18% 0% 0% 1%

ほとんど食べない 0% 0% 0% 15% 6% 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

朝食を毎日食べる習慣のない者の割合（男性）

ほとんど食べない 週に４～５日食べない日がある 週に２～３日食べない日がある

20代 30代 40代 50代 60代 70代

週に２～３日食べない日がある 67% 12% 3% 8% 3% 1%

週に４～５日食べない日がある 0% 0% 3% 0% 0% 0%

ほとんど食べない 0% 4% 3% 13% 2% 2%

0%

20%

40%

60%

80%

朝食を毎日食べる習慣のない者の割合（女性）

ほとんど食べない 週に４～５日食べない日がある 週に２～３日食べない日がある
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主食以外の食事内容として、小学生と中学生の最も多かった内容は「おかず又はみそ汁＋

その他（果物又は牛乳（ヨーグルト含む）」で、高校生の最も多かった内容は「おかず又は

みそ汁どちらか１品のみ」が 53％で半数以上を占めていました。また、主食以外には副菜

は何も食べず、果物や牛乳又はヨーグルトのみ食べている人は、小学生 32.4％、中学生

17.0％、高校 22.0％でした。バランスの整った朝食を食べている人は少ないことが分か

ります。朝食の中に野菜料理が全くない人の割合は、小学生 31.0％、中学生 18.5％、高

校生 9.1％でした。またみそ汁を飲む習慣のある人は、小学生 48.7％、中学生 50.0％、

高校生 60.1％でした。 

 

朝食についての課題 

・幼児～高校生において、朝から食欲があり、しっかり朝食を食べることのできる望ましい

生活リズムを身につける必要があります。 

・小学生～成人において、朝食を食べることの重要性を理解し、朝食を食べることによる身

体の好影響や、生活習慣病予防にも関わることなどを知らせる必要があります。 

・成人特に子育て世代や男性において、朝食を食べることの重要性を理解し、バランスのと

れた食事ができるよう、働きかけが必要です。 

 

 

（２）健康に配慮した食生活の実践 

 

■毎食野菜を食べている人が少ない 

 重点項目の 1つである野菜の摂取量を増加させることについて、「毎食野菜を食べている

人の割合」は平成 30 年度値 44.8％からほぼ横ばいで 44.9％となり、目標としていた

47.2％を下回りました。 

野菜を「ほとんど食べていない」という人も 2.7％いました。「食べていない」人の割合

で最も多かったのが 40歳代男性、次いで 50歳代男性、次いで 70歳代男性と、男性の摂

取率が低いことが分かります。 
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■野菜料理を 5皿以上食べている人の割合を県と比較すると、本町は少ない 

 野菜料理を 1日 5皿以上食べている人の割合（20歳～70歳代）は、島根県男性 3.1％、 

女性 6.4％に対して、本町は男性女性ともに 2.9％と少ないことが分かります。 

 

 

■野菜料理の摂取量の割合を年代・男女別に県と比較すると、本町は少ない 

野菜料理の摂取量（皿数）の割合を年代・男女別に県と比較すると、男性について県で 

は、20 歳～40 歳代の若者世代で「ほとんど食べない」人の割合が多いが、本町では 40

歳～60歳代が高い値となっています。女性について、各年代で「１日１～２皿食べる」人

は本町の方が多いですが、「１日３～４皿食べる」「１日５皿以上食べる」人は県より少ない

ことが分かります。 

 

  

毎食食べている

44.9%

２食は食べている

34.2%

１食は食べている

16.9%

ほとんど食べていない

2.7%

無回答

1.3%

野菜の摂取状況

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

野菜を「食べていない」人の

年代・男女別割合
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【島根県】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【川本町】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■２０歳代～５０歳代の若者世代の減塩意識が低い 

 循環器系疾患の要因の１つである高血圧に影響を及ぼす食塩摂取量は、少なければ少な 

いほど望ましいことから、減塩は全ての世代で取り組む必要があります。 

本町の成人においての減塩意識は、「いつも気をつけている」人が 44.3％でした。「気を 

つけていない」と答えた人は 11.7％おり、そのうちの 7割が男性でした。 

 

 

 

いつも気をつけている 197人 44.3%

時々気をつけている 183人 41.1%

気をつけていない 52人 11.7%

無回答 13人 2.9%

計 445人 100.0%

いつも気を

つけている

44.3%
時々気をつけている

41.1%

気をつけていない…

無回答

2.9%

1%

50%

55%

15%

22%

26%

50%

36%

77%

69%

65%

100%

9%

8%

3%

3%

6%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20代

30代

40代

50代

60代

70代

80代

野菜料理の摂取量（皿数）の割合（男性）

5皿以上食べている ３～４皿食べている １～２皿食べている

ほとんど食べていない 無回答

8%

3%

2%

23%

46%

33%

31%

42%

100%

69%

54%

60%

64%

46%

100%

5%

1%

3%

11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20代

30代

40代

50代

60代

70代

80代

野菜料理の摂取量（皿数）の割合（女性）

5皿以上食べている ３～４皿食べている １～２皿食べている ほとんど食べていない 無回答
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塩分摂取意識を島根県と比較すると、「いつも気をつけている」人の割合が、県は男性 

21.1％、女性 32.1％に対して、本町は男性 37.7％、女性 46.5％と、県より減塩意識が

高いことが分かります。 

年代・男女別にみると、県・本町共に男女の年代が高くなるにつれて「気をつけている 

人」の割合が高くなり、年代が低いほど「気をつけていない人」の割合が高くなっています。 

 

【島根県】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【川本町】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25%

9%

23%

36%

45%

0%

0%

55%

46%

44%

34%

100%

75%

36%

23%

17%

20%

0%

0%

0%

8%

3%

1%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

30代

40代

50代

60代

70代

80代

塩分摂取意識 （男性）

いつも気を付けている 時々気を付けている

気を付けていない 無回答

0%

19%

27%

35%

56%

62%

100%

0%

69%

70%

60%

34%

27%

0%

0%

12%

3%

5%

3%

6%

0%

0%

0%

0%

10%

7%

0%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20代

30代

40代

50代

60代

70代

80代

塩分摂取意識 （女性）

いつも気を付けている 時々気を付けている

気を付けていない 無回答
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■濃い味を好む人が多い 

 本町は濃い味を好む人が県と比較するとかなり多く、本町は全体で男性 57.0％、女性

47.2％と半分近くの人が濃い味を好むと回答しています。県で最も割合が高いのは男性に

おいては 20歳代、次いで 30歳代、女性においては 30歳代、次いで 20歳代でした。本

町では、男性においては 40歳代、次いで 30歳代、女性においては 20歳代、次いで 30

歳代が濃い味を好むと答えています。いずれにしても 20歳代～40歳代の若者世代が濃い

味を好んでいることが分かります。 

 

【島根県】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【川本町】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66.7%

75.0%

65.4%

81.8%

64.9%
61.5%

45.0%

61.1%

42.6%

51.2%

38.8%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

20代

女性

30代

男性

30代

女性

40代

男性

40代

女性

50代

男性

50代

女性

60代

男性

60代

女性

70代

男性

70代

女性

濃い味を好んで食べる者の割合
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■20歳代～50歳代の働き盛り世代で、調理済み食品やインスタント食品の利用が多い 

 調理済み食品やインスタント食品をよく利用する人は、県・本町共に 20歳代～50歳代

の働き盛り世代が高い割合を示しています。全体的に数値をみると、川本町の利用率は県よ

りは低くなっています。 

 

【島根県】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【川本町】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66.7%

25.0%

11.5%

36.4%

16.2%
23.1% 20.0%

13.9%

4.9%
12.8%

4.7%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

20代

女性

30代

男性

30代

女性

40代

男性

40代

女性

50代

男性

50代

女性

60代

男性

60代

女性

70代

男性

70代

女性

調理済み食品やインスタント食品をよく利用する者の割合
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健康に配慮した食生活の実践についての課題 

・野菜に含まれるカリウムはナトリウムを排泄する働きがあり、高血圧予防に有用です。ま

た、低エネルギーのため、よく噛んでしっかり食べる事により満腹感も得られ、食べ過ぎ

の予防、肥満の予防にもつながります。野菜の有用性についての知識を広め、野菜を食べ

る習慣づけをしていく必要があります。野菜の摂取量についても、県と比較すると本町は

男女ともに低い値を示しています。特に「食べていない」という回答が多かった 40歳代

～60歳代男性については、啓発活動、支援をしていく必要があります。 

・減塩の推進について、高血圧になってから減塩するのではなく、子どもの頃からうす味に

慣れることが大切です。若者世代～子育て世代は減塩意識が低かったため、子どもにも過

剰な塩分摂取の危険性があることが分かります。過剰な塩分摂取は生活習慣病のリスク

であることについて理解を深め、さらに減塩を推進していく必要があります。 

・減塩意識が高い方は多いものの、濃い味を好む人が多く、高血圧罹患者が多いという状況

は、実際に食卓に並ぶ料理の塩分は、本人が思っているよりも高いという可能性が推測で

きます。正しい減塩ができるような味つけを知ってもらう必要があります。 

・調理済み食品やインスタント食品の利用率は 20歳代～50歳代の働き盛り世代が最も多

い結果でした。背景には、勤務先での外食やコンビニ等で購入した食べ物、そして忙しい

夕食に調理済み食品を利用する、などが推測できます。これは塩分の過剰摂取にもつなが

るので、生活の中で上手に使いながら摂りすぎにならないような働きかけが必要です。 

 

 

（３）共食の状況 

 

■夕食に比べると、朝食を一人で食べる子どもが多い 

  朝食を一人で食べる子どもの割合は、小学生 4.2％、中学生 25.9％、高校生 19.7％

でした。 夕食を一人で食べる子どもの割合は、小学生 1.7％（2人）、中学生 3.7％（2

人）、高校生 4.3％（9人）でした。目標を、小・中学生 0％、高校生 3.6％としており、

全項目で目標達成には至りませんでしたが、ほとんどの子どもが誰かと一緒に夕食を食

べているという結果でした。高校生については、平成 30年度値が 6.8％であったことを

考えると、夕食を一人で食べる子どもの割合は少しずつ減ってきているといえます。 
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■食卓を家族と囲む人の割合は県より低い 

  週に１度は家族そろって食卓を囲む人の割合について県と比較すると、県は男性

76.5％、女性 80.6％に対して、本町は男性 68.9％、女性 75.5％と、県より低い値を

示しました。しかし、今回の調査では「一人暮らし」という選択肢を設けなかったため、

「その他」として一人暮らしであると記入した人もありましたが、「家族と食卓を囲むこ

とがない」、と答えた人の中には、一人暮らしをしている人も入っていると考えられます。 

  若い世代でも家族で食卓を囲むことがない人は多く、特に 40歳代男性は 27.3％、50

歳代男性は 26.9％を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■夕食の時いつもテレビをつけている子どもの割合が、小学生 4割、中・高校生は 6割 

 夕食の時いつもテレビをつけている子どもの割合がかなり高く、小学生 39.5％、中学生 

59.3％、高校生 61.1％でした。平成 30年度と比べても割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

  

夕食の時いつもテレビをつけて

いる子どもの割合 

平成 30年度 

現状値 

目標値 令和 5年度 

現状値 

基準年比較／

達成状況 

小学生 20.7% 

 

39.5% ↑ × 

中学生 48.2% 

 

59.3% ↑ × 

0.0%

7.1% 7.7%
10.0%

27.3%

9.6%

26.9%

8.2%

20.3%

8.3%
11.3%

8.5%

50.0%

20.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

２０代

男性

２０代

女性

３０代

男性

３０代

女性

４０代

男性

４０代

女性

５０代

男性

５０代

女性

６０代

男性

６０代

女性

７０代

男性

７０代

女性

８０代

男性

８０代

女性

週に1度も家族そろって食卓を囲むことのない人の割合
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共食についての課題 

・一緒に食事をとりながらコミュニケーションを図る共食は、食べる楽しさを感じると共

に、食事のマナーや食文化、食習慣などさまざまな知識を学ぶ大切な場です。できる限り

家族そろって食卓を囲む機会を増やすような働きかけをしていく必要があります。 

・朝はどうしても忙しい状況が伺えますが、親子共に早寝早起きの習慣を心がけ、余裕をも

ってバランスの良い朝食が、家族そろって食べられるような生活リズムを身につける必要

があります。 

・夕食時テレビをつけている子どもの割合がかなり高い状況です。家族そろってコミュニケ

ーションを図る場であるという意識づけをしていく必要があります。 

 

 

 

（４）食に関する知識や意識について 

 

■自分の身体のために毎日の食生活を意識している高校生の割合はわずかに減少 

自分の身体のために毎日の食生活を意識している高校生の割合が平成 30 年度値の

86.2％からわずかに減少し、84.6％でした。目標として設定した 94.8％には届きません

でしたが、８割を超える高校生が食生活に意識を向けているという結果でした。自分の体型

に気を使っている人が増えていることや、体育会系の部活動が盛んなため体作りに関心の

ある生徒が多いという背景が考えられます。今後も正しい知識の普及を通し食生活を意識

する生徒を増やしていく必要があります。 

 

■食育の取り組みについて、約 1割の人が関心が希薄 

 食育の取り組みを積極的にすすめるべきと思う人の割合は、目標 90.0％に対して 

87.0％でした。積極的にすすめるべきであると「あまり思わない人」は 1.6％、「思わない 

人」は 7.0％と、約 1割の人は、積極的に考えていないことが分かります。その内訳を年 

代・男女別割合をみると年代が高くなるにつれて、また男性の方が関心が希薄であること 

が分かります。 
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■食事バランスガイドを知っている人が少ない 

 食事バランスガイドを知っている人を県と比較すると、県が男性 28.8％、女性 54.5％ 

に対して、本町は男性 18.7％、女性 38.1％と少ない値を示しています。特に男性の方が 

認知度が低く、女性の 1／2程度しか認知度がないことが分かりました。また、「聞いた 

ことがある」という人は 30.5％でした。 

 

 

食に関する知識や意識についての課題 

・年代が高くなるにつれて、特に男性は食育への関心が希薄であることが分かります。郷土

食や食文化の継承などの役割を担ってほしい年代でもあるので、そういった視点でも食育

について改めて考えてもらえるような働きかけが必要です。 

・食事バランスガイドなどの食生活の参考となる指針等の知識が、県と比較してもかなり低

いことが分かりました。そういった指針等の情報を得る機会がない事が考えられます。

「食事バランガイド」の他にも「6つの基礎食品」「3色分類」「日本人の食事摂取基準」

「食生活指針」などの指針等があります。これを伝えるような機会を設けたり、積極的に

情報提供をしていく必要があります。 

 

 

 

 

％ 

9%

15%

8%

16%

3%

8% 7%
8%

0%

10%

20%

20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代

食育を積極的にすすめるべきだと

「あまり思わない人」「思わない人」の割合

男性 女性
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（５）食育の推進に関わるボランティアについて 

 

■食生活改善推進協議会会員数の減少 

川本町の食育に関わるさまざまな教室等で、地域に根差した豊かな知識と経験を活かし

たボランティアとして活動いただく川本町食生活改善推進協議会の会員数が、年々減少傾

向にあります。会員の高齢化に伴い、活動できなくなる人が増えているのが現状です。現在

の会員数は 4４人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食育の推進に関わるボランティアについての課題 

・会員数の減少に伴い、同じ人ばかりに活動が集中してしまいがちな現状です。協議会全体

で、活動の活性化をしていくことが重要です。 

・定期的に食生活改善推進員の育成教室を開催し、新規会員の養成や組織育成の支援等をし

ていく必要があります。 

人 
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H30年度 R元年度 R2年度 R4年度 R5年度

川本町食生活推進協議会 会員数
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７．歯に関する現状と課題について（成人） 

（１）一人平均残存歯数、一人平均むし歯数について 

 ■６０歳代の残存歯数が県より少ない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  本町、県ともに高齢になるにつれて、残存歯数は少なくなっています。特に本町におけ

る６0歳代の残存歯数は県よりも少ない値を示しています。 

 

■５0歳代から一人平均むし歯数が増える 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  本町、県ともにグラフ曲線は山なりです。本町は 50歳代から急激に一人平均むし歯数

が増えています。県と比較しても多い値を示しています。 

  

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上

川本町 28.7本 29.1本 29.4本 26.0本 23.8本 21.4本 17.3本

島根県 29.2本 30.2本 28.8本 27.9本 26.5本 20.1本 16.9本

28.7本 29.1本

29.4本

26.0本

23.8本

21.4本 17.3本

29.2本 30.2本

28.8本

27.9本 26.5本

20.1本
16.9本

0.0本

5.0本

10.0本

15.0本

20.0本

25.0本

30.0本

令和３年度 一人平均残存歯数 県比較

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上

川本町 4.71本 5.41本 8本 15.33本 16.67本 10.91本 10.83本

島根県 5.83本 8.21本 10.88本 13.67本 14.8本 11.36本 10.13本

4.71本 5.41本

8本

15.33本
16.67本

10.91本

10.83本

5.83本

8.21本
10.88本

13.67本
14.8本

11.36本

10.13本

0本

5本

10本

15本

20本

令和３年度 一人平均むし歯数 県比較

出典：R3島根県市町村歯科保健評価 

出典：R3島根県市町村歯科保健評価 
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（２）「健康づくりに関するアンケート」の調査結果からみえる現状と課題 

 

■歯みがきをする習慣はあるものの、毎食後歯みがきをしていないことが分かる 

 

【毎日はみがきをしていますか？という質問について】 

毎日する 413人 92.8% 

時々する 12人 2.7% 

しない 6人 1.3% 

無回答 14人 3.1% 

計 445人 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  歯みがきを毎日している人 92.8％、時々する人 2.7％と、歯みがきをする習慣はある

ものの、時間帯をみると昼食・夕食後に歯みがきをしている人は少ないことが分かります。

最もむし歯になりやすい就寝前も 51.1％と、している人は約半数にとどまっています。 

  歯みがきをしない人の理由としては、「時間がない」「面倒だ」「しなくても気にならな

い」などの回答が多くありました。 

  

29.4%

69.6%

40.0% 38.6%

51.1%

1.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

朝起きた時 朝食後 昼食後 夕食後 就寝前 無回答

歯みがきをしている人の時間帯別割合
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■定期的に歯科検診を受けている人は３割程度と少ない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  定期的に歯科検診を受けている人は３割程度と、歯の健康に気をつかっている人は少

ないことが分かります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  本町では、40歳、50歳、60歳、70歳の節目年齢の方に歯周病検診を無料で実施し

ていますが、受診率は減少傾向にあり２割を下回っている状況です。 

 

 

 

29.1%

17.8%
15.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

令和2年度 令和3年度 令和4年度

歯周病検診受診率年次推移

はい 150人 34%

いいえ 264人 59%

その他 11人 2%

無回答 20人 5%

定期的に歯科検診を受けている人の割合
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■「あまりかまない」「ほとんどかまない」人が 3割程度 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  「よくかむ」「まあまあかむ」という人は 6割程度と少なく、3割程度の人が「ほとん

どかまない」「あまりかまない」と答えています。 

 

 

 

歯に関する健康課題 

・歯みがきをすることが一番のむし歯予防になります。毎食後の歯みがきを習慣づける必要

があります。 

・歯科検診によってむし歯やその他の問題の早期発見につながります。特に問題がなくても

定期的に歯科検診にいくよう啓発していく必要があります。 

・しっかりかむことにより、むし歯予防とともに生活習慣病の予防にもつながります。しっ

かりかむことによる体への影響についての知識を伝え、しっかりかむ習慣をつけるよう

啓発していく必要があります。 

よくかむ（３０回くらい） 32人 7.2% 

まあまあかむ（２０回くらい） 250人 56.2% 

あまりかまない（１０回くらい） 148人 33.3% 

ほとんどかまない 2人 0.4% 

未回答 13人 2.9% 

計 445人 100.0% 

よくかむ(30回

くらい) 32人

7%

まあまあかむ(20回くら

い) 250人 56%

あまりかまない（10

回くらい） 148人

33%

ほとんどかまない 2

人 1%

無回答 13人

3%
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Ⅲ 食育推進の方向性・目標 

 

１．「第四期食育推進計画」体系図 

食育を推進していく上での目標として基本理念を定め、それを実現するための３つの基

本方針を掲げています。ライフステージによって食生活の状況などが異なることから、さら

に世代別の行動目標を設定した体系図を元に取り組みを進めていきます。 

そして、本町の現状や、これまでの取り組みで明らかになった課題等をふまえ、次の項目

について、重点的に取り組むこととします。 

 

（１）青年期（おおむね 19歳～39歳）への食育の推進〔重点〕 

   望ましい食習慣を身につけるために、幼少期からの食育は大変重要です。保育園や学

校での給食や、食に関わる体験などを通じて得る学びを日常生活で活かすには、子ど

もの親世代に対して、正しい食の知識を伝えていく取り組みが必要であると考えま

す。また、家庭の中で親から子どもへ伝えることや、親のそばで食に関するさまざま

なことを身につけるということはとても大切です。親世代である青年期に対して、望

ましい食生活を実践するための取り組みの推進、食を選択する力の習得を支援して

いきます。 

 

（２）生活習慣病の予防及び改善につながる食育の推進〔重点〕 

   近年、本町の重症化疾患にかかる医療費が増加しています。基礎疾患である生活習慣

病の高血圧や糖尿病の有病率も高く、またメタボリックシンドローム該当者・予備群

も増加傾向にあります。早期から生活習慣を改善するため、バランスの良い食事や適

度な運動による自己管理の重要性を啓発していくとともに、毎食野菜をしっかり食

べることや減塩の推進などが、生活習慣病と深く関わっていることについて理解を

深め、望ましい食生活の実践を推進します。 

 
（３）健康な歯と口腔の維持〔重点〕 

  口腔機能は、口から食べ物を食べるための一連の流れに関わっており、健康な生活

を送るために必要な基本的機能です。本町は定期検診に行く人が少なく、口腔機能

が低下している人が多い状況で、口腔機能に対する健康意識が低い人が多いと考え

ます。学齢期・高等学校期では食べ物を十分にかんで食べる人が少ない状況です。

口腔機能維持の大切さについて理解を深め、健康な口腔機能の維持を支援します。 
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基本理念 基本方針 

 

 

 

生涯を通じて健全

なからだを育む

「健康力」を育て

る食育の推進 

 

 

 

体験を通じて食を

楽しむ心、自己選

択力を育てる食育

の推進 

 

豊かな食環境、食

文化を次世代に継

承するための食育

の推進 

乳幼児期（おおむね 0～5歳） 

望ましい食事リズムを身につけ、食べる

意欲や興味、楽しみを見いだそう 

学齢期（おおむね 6～15歳） 

食の体験を広げ、作る、食べる、選

ぶ力を身につけよう 

高等学校期（おおむね 16～18歳） 

将来を見据えた食に関する自己管

理力を身につけよう 

壮年期（おおむね 40～64歳） 

適切な食習慣、運動習慣を心がけ、

健康維持に努めよう 

高齢期（おおむね 65歳以上） 

健康状態に合わせた食生活を実践

し、家族や地域とのつながりをもち

ながら食文化を守り広めよう 

世代別行動目標 

毎日朝ごはんを食べよう 

野菜をしっかり食べよう 

バランスのとれた（主食・主菜・副菜のそ

ろった）食事を理解しよう 

栽培、収穫、調理等の体験を楽しもう 

家族と料理し、一緒に食べることの楽し

さを知ろう 

「減塩」など、食と生活習慣病予防

との関わりや重要性を理解しよう 

食に関心を持とう 

食習慣、食文化を伝えていこう 

地元の農産物や伝統料理を知ろう 

行動目標 

青年期（おおむね 19～39歳） 

自らが健康的な食習慣を実践し、

次世代へ望ましい食習慣を伝えよ

う 

地産地消を進めよう 

健全な歯科口腔機能を維持しよう 
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２．食育推進にあたっての目標評価指数 

指標 現状値 

2023年度 

目標値 

2028年度 

目標値設定の根拠 

地元の農産物や伝統料理

を学び、利用しよう 

学校給食での地元農産物の利用割合 

（島根県内産を含む） 

76.8％ 増やす 学校給食の食材仕入れ状況調査より 

島根県内産を含む地元食材の利用割合 

毎日朝ごはんを食べよう 朝食を欠食する人の割合    

＊ 1.6歳児 0％ 0% 達成率０％を目指す 

＊  ３歳児 0% 0％ 達成率０％を目指す 

＊ 小学生 2.5％ 0% 達成率０％を目指す 

＊ 中学生 9.3％ 5%以下 
健康づくりに関するアンケートで「毎日食

べる」以外の回答者の割合 

改善傾向にあった小学生の変化率（約 43％

減）を参考に設定 ＊ 高校生 9.1％ 5%以下 

＊ 20歳代 66.7％ 60％以下 
健康づくりに関するアンケートで「毎日食

べる」以外の回答者の割合 

改善傾向にあった 30代の変化率（約 10％

減）を参考に設定 ＊ 30歳代 17.0％ 15％以下 

家族と一緒に食べること

の楽しさを知ろう 

夕食を一人で食べる子どもの割合    

＊ 小学生 1.7％ 0％ 0％を目指す 

＊ 中学生 3.7％ 0％ 0％を目指す 

＊ 高校生 4.3％ 3％以下 
H３０年度からＲ５年度までの変化率（約

37％減）を参考に設定 

週に１度は家族とそろって食卓を囲む人の割

合 
78.6% 85%以上 

H３０年度からＲ５年度までの変化率（約

6％増）を参考に設定 

食に関心を持とう 

 

自分の体のために毎日の食生活意識している

割合 ＊ 高校生 
84.６％ 93％以上 

第三期計画の目標設定率（現状値の約 10％

増）を参考に設定 

食育の取り組みを積極的にすすめるべきと思

う人の割合 ＊ 成人 
87.0％ 90％以上 

第三期計画の目標値を継続して目指す 

野菜をしっかり食べよう 毎食野菜を食べている人の割合 44.9％ 47％以上 
第三期計画の目標設定率（現状値の約 5％

増）を参考に設定 

野菜料理を 5皿以上食べている人の割合 2.9％ 4.0％以上 
男女計の目標値。 

現状値（2.9％）が、県男性の現状値（3.1％）

と近いため、県男性の目標値を設定 

バランスのとれた食事を

理解しよう 

偏食をすることがある幼児の割合 

＊ 幼児 
21.9％ 18％以下 

H３０年度からＲ５年度までの変化率（約

21％減）を参考に設定 

食と生活習慣病予防との

関わりや重要性を理解し

よう 

日常生活で塩分をとりすぎないようにいつも

気をつけている人の割合 
44.3％ 50％以上 

目標値を達成していないことを踏まえ、H３

０年度からＲ５年度までの変化率を参考に

設定 

 

☆濃い味付けを好んで食べる人の割合 8.3％ 7％以下 
目標値を達成していないことを踏まえ、H３

０年度からＲ５年度までの変化率を参考に

設定 

 

メタボリックシンドロームの該当者及び予備

群の減少率 
33.2％ 

＋5％ 

10％削減 第三期計画の目標値を継続して目指す 

健全な歯科口腔機能を維持し

よう 

☆たいていの食べ物は噛んで食べられる者の

割合 
63.6% 増やす 

新たな指標 

比較データがないため、増加を目標とする。 

 

☆の指標は新規項目です。 
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Ⅳ 食育の推進施策 

 

１．生涯を通じた食育の推進～ライフステージごとの取り組み～ 

 

（１）乳幼児期（おおむね 0 歳～5 歳） 

 

■【目標】 望ましい食事リズムを身につけ、食べる意欲や興味、楽しみを見いだそ   

  う 

【目指す姿】 

  ・授乳期から、かむことや飲み込む力を身につける。 

  ・自我の芽生えを大切に、安心と安らぎの中で食べたいという意欲を育てる。 

  ・食事の仕方が分かり、自分でしようとする。 

  ・十分遊ぶことによりおなかが空いて食べる食事のリズムを整え、生活習慣の基礎を 

身につける。 

  ・家族や仲間と一緒に食べることを楽しむ。 

  ・「いただきます」や「ごちそうさま」のあいさつ、食事マナー、食べるための技術 

能力を身につける。 

  ・色々な食品の素材の味や調理形態に慣れ、食べたいものを増やす。また味覚の幅を 

広げる。 

  ・食を通して感動することを体験させる。 

  ・食を通じて命の大切さや、自然の恵みに感謝し、大切に思う気持ちがもてる。 

  ・食べ物と体の関係に関心をもち、健康的な生活をする。 

  ・栽培、収穫、調理を通じて、食や食事づくりについての関心をもつ。 

  ・歯みがき習慣を身につける。 

 

 【具体的な取り組み】 

   保育園 

① 「まごわやさしい」材料を使用した献立での食育活動。食事サンプルを展示する

ことによるバランスの良い食事の保護者への啓発。絵本等を使用したマナー指導 

② 子供たち自身で給食の盛り付けをすることにより、‘適量’食べることを学ぶ 

③ 栽培した野菜を使ったクッキング・ふりかけ作りクッキング 

④ 旬の食材を使ったクッキング 

⑤  親子クッキング（図書館による絵本を介した食育、食生活改善推進員による調
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理指導） ＊健康福祉課共同事業 

⑥  お米の収穫 

⑦  魚の実演調理、魚とのふれあい 

⑧  食事だよりの発行（毎月１回） 

⑨  地産地消の推進 

⑩  歯の健康教室の開催（年１回） *健康福祉課共同事業 

  ⑪ フッ素洗口の実施（年中・年長の希望者） ＊健康福祉課共同事業 

    

   行政 

① 乳幼児相談（毎月１回）・離乳食指導 

    計測、発育発達相談、栄養相談を行います。そのなかで年３回離乳食指導の回を設

け、各月齢の離乳食フードモデル（ごっくん期～かみかみ期）を使い、調理上の注

意点やポイント、味、形状等の指導を行います。また、保護者や乳幼児に対して食

に関する絵本の読み聞かせを行い、「食」を身近に感じ、食べる事や料理に対する

意欲向上や、想像力を豊かにします。 

 

② 1 歳 6 ヶ月児～4歳児健康診査での栄養相談 

    1 歳 6 ヶ月児～3 歳児健康診査は年に 6回、4 歳児健康診査は年に２回、月齢に

応じた食育目標に沿って、食に関する関わり方、おやつのあげ方、食習慣の形成等

についてポイントをおいた指導を行っていきます。 

 

③ 保育所クッキング（保育所共同事業） 

    年に１回、各保育所で親子クッキングを開催します。各保育所でテーマを設け、親

子で食への関心をもつと共に、好奇心を豊かにします。またクッキングを通じて親

子のコミュニケーションを深めます。 

 

④ 歯の健康教室（保育所共同事業） 

    各保育所で年１回ずつ、親子歯の健康教室を開催します。歯科衛生士を講師として、

園児はパネルシアターを使ってむし歯についての話を分かりやすく学びます。ま

た、むし歯になりやすい箇所を、染め出し液を使用して実際にチェックし、正しい

みがき方を指導します。保護者に対してはフッ素塗布について、またおやつのとり

方などの講話をします。 

 

⑤ フッ素洗口の実施（保育所共同事業） 

    むし歯予防を目的に、年長、年中を対象に週に５回ミラノール顆粒溶液でうがいを

実施しています。任意のため、希望者のみ実施しています。 
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（２）学齢期（おおむね 6 歳～15 歳） 

 

■【目標】 食の体験を広げ、作る、食べる、選ぶ力を身につけよう 

 

【目指す姿】 

 ・食事をつくってくださる人への感謝の気持ちをもち、好き嫌いせずに食べることがで

きる。 

 ・一緒に食べる人を気遣い、楽しく食べる。 

 ・料理の盛り付け方や食器の並べ方など、食事のマナーを身につける。 

 ・かむことの大切さが分かり、意識してよくかんで食べることができる。 

 ・朝食の大切さ、栄養バランスや適量などの知識を身につける。 

 ・食を通じて命の大切さや、自然の恵みに感謝し、大切に思う気持ちがもてる。 

 ・地域でとれた食品、食材、行事食や伝統食について知り、郷土への関心がもてるよう

にする。 

 ・料理することの楽しさや喜びを実感する。 

 ・１食分の食事や弁当のバランスを考えてつくることができる。 

 

 【具体的な取り組み】 

 小学校・中学校 

 ①「食の学習ノート」を使用した授業の実施（小学校） 

 ②生活習慣病予防教室の実施（小学 4年生（親子）・中学 3 年生） 

＊健康福祉課共同事業 

③給食試食会の実施（小学 1 年生・4年生） 

④エゴマの栽培、調理実習（小学 4年生、中学１年生） 

⑤宿泊体験学習での食事作り（小学 5 年生） 

⑥味覚の授業（小学校６年生） 

 ⑦家庭科でのお弁当作りの授業（小学 5・6年生） 

⑧特別活動でのお弁当作りの授業（中学 1 年生） 

 ⑨お弁当の日の実施（小学 5・6 年生、中学 1・2 年生） 

 ⑩全国学校給食週間に合わせた取り組み（小学校・中学校） 

 ⑪毎月の給食目標の設定・献立表の掲示（小学校・中学校） 

 ⑫給食放送・給食だよりの発行（小学校・中学校） 

 ⑬貧血・脂質異常症血液検査 

  （貧血検査：小学２．４．６年生、中学１～３年生、脂質異常症：小学４年生、中学

１．３年生） 

 ⑭フッ素洗口の実施（小学校・中学校全学年対象）＊健康福祉課共同事業 
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  行政 

① 生活習慣病予防教室（小学４年生）（小学校共同事業） 

   低年齢からの生活習慣病が増加してきており、将来にわたっての健康を考えた食や

運動の習慣を子どもの頃から身につけさせることが重要です。食生活と生活習慣病

との関係を伝え、どんな生活をすることが生活習慣病の予防につながるかを学習さ

せます。 

また、調理実習の中で調理技術を身につけます。 

 

② 生活習慣病予防教室（中学３年生）（中学校共同事業） 

   生活習慣病についての理解を深め、自分の血液検査の結果も振り返りながら、望まし

い生活習慣を実践する態度を身につけさせます。日本食の良さや、生活習慣病の予防

に望ましい食事内容について学び、健康管理能力を身につけさせます。 

   また、調理実習の中で調理技術を身につけます。 

 

③ フッ素洗口の実施（小・中学校共同事業） 

   むし歯予防を目的に、小学校、中学校にて週に１回フッ化ナトリウム溶液でうがいを

実施しています。任意のため、希望者のみ実施しています。 

 

④ 社会教育事業や図書館との連携 

親学プログラムを活用した家庭教育支援の取組や公民館活動など、親子の関わりを

深める活動として自然体験活動を実施しています。自然の中で食材を調達する体験

を通じて自然の恵みに感謝する心を育み、郷土への関心を促します。 

また、かわもと図書館の読書普及活動と連携し、「食」をテーマとした絵本の読み語

りと、本の世界の「食」を実体験できる調理実習を実施し、食に関して親子で語り合

うきっかけ作りと、食への興味や意識の向上、いただく命を大切に思う心を育みます。 
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（３）高等学校期（おおむね１６歳～1８歳） 

 

■【目標】将来を見据えた食に関する自己管理力を身につけよう 

 

【目指す姿】 

  ・栄養バランスのとれた健康的な食生活を送るための基本的な知識を習得し、自己管理

する力を身につける。 

  ・自立した食生活を送るための基本的な調理技術を習得する。 

  ・朝食の欠食もなく、３食バランスよく食べる生活習慣を確立する。 

  ・食の安全に関する知識をもち、食生活に活かすことができる。 

  ・地域の食文化を知り、継承していこうとする意欲をもつ。 

 

【具体的な取り組み】 

 高等学校 

 ①食育講演会 年１回（１年生） ＊健康福祉課共同事業 

  ②生活習慣病予防教室 全 6 回の講座（地域デザインコース 3 年生） 

＊講師：川本町健康福祉課 保健師・栄養士 

 ③郷土食の調理実習（地域デザインコース２年生） 

  ＊講師：食生活改善推進員 

  

 行政 

① 食育講演会（高等学校共同事業） 

  年に１回、上級食育指導士を講師に迎え、食育講演会を開催します。食べるものによ

って健康な体はつくられるという食育の基本を理解し、自分自身の生活習慣をふり

返り、実践につなげていきます。将来親になる世代の高校生に、今の食事が健康的な

妊娠、出産を迎える上で重要であることを伝えていきます。 

 

② 生活習慣病予防教室 全 6 回の講座（地域デザインコース 3年生） 

  地域デザインコースの３年生を対象に、年６回コースで家庭看護・福祉の生活習慣病

予防講座を役場健康福祉課の保健師と栄養士が行います。健康的な身体を維持して

いくためには、毎日の生活習慣を見直すことや、自分自身の心身について関心をもつ

ことが重要です。 

  

③ 郷土食の調理実習 

  地域デザインコースの２年生を対象に、川本町の食生活改善推進員の指導の元、調理

実習します。昔から受け継がれてきた郷土料理を実際に作って食べることにより、食
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文化に関心をもち、継承していく意欲を育みます。 

 

 

（４）青年期（おおむね１９歳～３９歳） 

 

■【目標】自らが健康的な食習慣を実践し、次世代へ望ましい食習慣を伝えよう 

 

『妊娠期』 

【目指す姿】 

 ・自分の体は食べたものからつくられ、胎児は母親の食べたもので育つことが理解で

る。 

 ・安全な出産、健康な赤ちゃんが育つために、バランスの良い食生活を送ることができ 

る。 

 ・産後の食生活が母体の回復や母乳に影響することを理解できる。 

 

【具体的な取り組み】 

① 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援 

  産前・産後サポート事業として、妊婦等が抱える妊娠・出産や子育てに関する悩み等

について、相談支援を行います。その中で栄養における相談等についても、母子手帳

発行時に役場窓口で必要に応じて行います。妊娠糖尿病等を予防するためリーフレ

ットを配布し、妊娠中に気をつけたいことや必要な栄養素等の指導を行います。 

 

② 妊婦相談 

  月に１回開催している乳幼児相談と合わせて妊婦相談を行っています。血圧測定、

尿検査、保健師による健康相談、栄養士による栄養相談を行います。特に妊娠中

に摂りたい栄養素、妊娠中に多いトラブルと対処法、体重コントロール等にポイ

ントをおいた指導を行っていきます。 

 

③ 妊婦歯科検診受診費用の助成 

   歯の健康診査を実施することにより、妊婦の口腔衛生の向上、また早産や低体重児

出産のリスク軽減を図り、妊娠中及び産後の妊婦や生まれてくる子どもの健康づく

りを支援します。 

 

『若年労働者』 

【目指す姿】 

  ・生活習慣病と食生活との関連について、知識をもち、食生活に活かすことができる。 
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  ・インスタント食品や惣菜などの依存を減らし、上手に食生活に取り入れる。 

  ・日頃から減塩を意識し、麺類のスープを飲まないよう気をつけたり、しょうゆのかけ

すぎに気をつけたり、また野菜を意識的にしっかり摂るなど日常生活で実践できる。 

  ・次世代を育てることを通じて、食習慣や生活を整え、食育についても共に学び育つ。 

  ・食の安全についての知識をもち、食生活に活かすことができる。 

  ・家族や仲間と一緒に食べることを楽しみ、次世代に伝え実践できる。 

  ・家庭菜園などを通じて、家族みんなで食について関心を深める。 

  ・「噛む」「飲み込む」といった歯科口腔機能を維持し、生涯を通じて食を楽しむ生活を

送ることができる。 

  ・環境のためにできることを取り入れる。 

  ・行事食や伝統食に関心をもち、地元食材や旬の食材と併せて取り入れることができる。 

  

【具体的な取り組み】 

 行政 

① 食育月間の周知 

  国の食育推進基本計画により、毎年６月は食育月間と定められています。健全な食

生活の実践につなげるための啓発を行います。 

 

② 食育の日（毎月 19日）の周知 職場での取り組み 

  毎月 19 日の食育の日には、インスタント食品や外食を控え、手作り弁当を持参す

るよう努めます。また定時退庁し、家族そろって食事をするように職場をあげた取り

組みを行います。こういった取り組みを近隣の事業所等にも推進していきます。 

食育の日の前夜と当日の夜には、告知放送にて食育の日を周知し、食の大切さを PR

していきます。 

 

③ 広報誌やホームページによるレシピ紹介 

  簡単レシピを広報誌やホームページで紹介します。 

 

④ 歯周病検診受診費用の助成 

20 歳から 70 歳までの 5 歳刻みの節目年齢の方に、歯周病受診費用を全額助成し

ます。定期的に歯周病検診を受ける方を増やし、健全な口腔機能の維持を目指します。 

 

   

（５）壮年期（おおむね４０歳～６４歳） 

 

■【目標】適切な食習慣、運動習慣を心がけ、健康維持に努めよう 

57



【目指す姿】 

 ・生活習慣病を予防し、健康な生活を送ることができるよう正しい食習慣が確立できる。 

 ・朝食の大切さを理解し、家族で朝食を摂ることができるような生活習慣を整える。 

 ・日頃から減塩を意識し、麺類のスープを飲まないよう気をつけたり、しょうゆのかけ

すぎに気をつけたりなど、日常生活で実践できる。 

 ・家族や仲間で食事を食べることを楽しみ、大切にする。 

 ・食の安全に関する知識をもち、家族や地域の仲間に広げる。 

・「噛む」「飲み込む」といった歯科口腔機能を維持し、生涯を通じて食を楽しむ生

活を送ることができる。 

 ・環境のためにできることを取り入れる。 

 ・郷土の味、伝統食、行事食を伝え育てる。 

  

【具体的な取り組み】 

 行政 

① 特定健診結果報告会  

  特定健診後、できるだけ早期に報告会を実施し、特定健診の結果を基に、個別に生活

習慣をふり返り、生活改善へ結びつける場としていきます。またフードモデル等を展

示し、食育啓発を行います。 

 

② 特定保健指導 

  内臓脂肪症候群に着目し、糖尿病等の有病者・予備群を減少させることを目的とし、

生活習慣を改善するために保健指導を行います。集団指導と個別指導を実施してお

り、個別に設定した目標に向かって意識的に取り組むことができるよう支援してい

きます。 

 

③ 個別健康相談 

  特定保健指導の対象者だけではなく、糖尿病、脂質異常症、高血圧の要指導者をはじ

め、生活習慣の改善を目指したい方に対して、保健師・栄養士が個別に生活指導を行

います。生活習慣病有病者・予備群を減少させるよう支援していきます。 

 

④ 商工会との連携 

  総会等で、健診の大切さについて話し、健診を受診してもらうよう勧奨する。また、

必要に応じて出前講座等も行う。 

 

⑤ 糖尿病・高血圧重症化予防 

糖尿病や高血圧のリスク因子の一つである肥満の方（BMI３０以上）に対して、生活
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状況や食事摂取状況、運動状況などの聞き取りを行い、必要に応じて生活指導を行い

ます。早期からの生活習慣病予防に取り組みます。 

 

⑥ 肥満者の把握 

糖尿病や高血圧のリスク因子の一つである肥満の方（BMI３０以上）に対して、生活

状況や食事摂取状況、運動状況などの聞き取りを行い、必要に応じて生活指導を行い

ます。早期からの生活習慣病予防に取り組みます。 

 

⑦ 学校保健との連携 

小学校児童が、生活指導の一環として取り組むにこにこ健康チャレンジと併せて、保

護者に対しても生活習慣改善の啓発を目的として食事や睡眠等の項目を盛り込んだ

健康チャレンジを実施します。親子で取り組むことで、お互いの意欲向上やコミュニ

ケーションを深めます。また家庭全体の生活習慣を見直すきっかけとなることを目

指します。 

 

⑧ まげなねっと３分クッキング 

  町内のケーブルテレビの中で３分クッキングと題し、毎月ひとつの健康レシピを栄

養士が実演し、放送します。自宅でも分かりやすく、健康的なレシピを作って頂くこ

とにつなげていきます。その他にも川本町食生活改善推進協議会や島根中央高等学

校家庭科クラブの皆さん、保育所等の関係機関にも、おすすめ健康レシピの紹介や出

演に、協力して頂きます。 

 

 

（６）高齢期（おおむね６５歳以上） 

 

■【目標】健康状態に合わせた食生活を実践し、家族や地域とのつながりをもちなが

ら食文化を守り広めよう。 

 

【目指す姿】 

 ・定期的に健康診断を受け、自らの健康状態にあった食生活ができる。 

 ・健康で生き生きとした生活が送れるよう正しい食習慣を確立する。 

 ・孤食を防ぐため、地域の人と交流して共に調理したり会食したりすることを楽しむ。 

 ・食の安全に関する知識をもち、家族や地域の仲間に広げる。 

・「噛む」「飲み込む」といった歯科口腔機能を維持し、生涯を通じて食を楽しむ生

活を送ることができる。 

 ・ボランティアや地区活動に参加し、食の大切さを伝える。 
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 ・郷土の味、伝統食、行事食を楽しみ、伝える。 

 ・地域の食文化を通して、世代間交流を図ることができる。 

 

【具体的な取り組み】 

 行政 

① ミニデイ料理教室（社会福祉協議会委託事業） 

  各地域での自主的な活動であるミニデイサービスのメニューの中に、料理教室や食

育の講話を取り入れています。高齢期になると、糖尿病や高血圧など、何かしらの生

活習慣病に罹患している方が多い状況です。また内臓機能、身体機能、咀しゃく機能

の低下に生活環境の変化なども加わって、低栄養に伴うロコモやサルコペニア等の

リスクも高くなるため、予防、啓発する内容の講話と、併せて調理実習を栄養士が行

います。 

 

② 男性の料理教室 

  男性の食の自立を目指すことを目的に、２地域でそれぞれ月１回ずつ（４月・８月・

１月・３月は除く）、実施しています。 

 

③ サロンでの食育講話 

サロンの場で出前講座を行い、生活習慣病や低栄養等の予防、啓発を行います。 

 

④ 特定高齢者施策 

  後期高齢者歯科口腔健診の受診者の内、低栄養状態と思われる方については、個別訪

問を行い、フォローしていきます。 
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２．地域力をいかした食育の推進 

 川本町の食育には、川本町を支える｢地域力｣が必要不可欠です。その地域力をいかし、 

川本町らしい取り組みを進めていく必要があります。 

 

（１）｢川本町食生活改善推進協議会｣と連携した取り組み 

  住民と行政のパイプ役になっている食生活改善推進員は、地域の食育アドバイザ

ーとして地区での普及活動を軸に活動を展開しています。 

 

① 育成教室 

  川本町食生活改善推進員は年々減少傾向にあります。会の活性化を図るため、育成教

室を開催し、新規会員を養成します。 

 

② 再教育教室 

  年３回～４回、会員を対象に再教育教室を開催しています。食や健康に関する講義を

行い、最新の情報や知識を深めます。班毎に分かれて調理実習も行うことにより、調

理技術の向上と共に、情報交換の場にもなっています。自分の健康のため、家族の健

康のため、さらに地域の健康のために学習し、この再教育を基に地区において普及活

動を行っています。 

  

③ 町の保健事業への参加 

健康福祉課が行う保健事業において、調理補助や外部講師など、役場栄養士と共に

町民の方に対して食育を推進していく。 

 

④ 地区活動 

  再教育教室で学んだ知識を会員が各地域において広めています。最新の食に関する

情報や地域の特産品を使った調理教室の開催に積極的に取り組んでいます。 

 

⑤ ｢生涯骨太クッキング｣ 

  牛乳・乳製品の摂取を高める事で、カルシウム不足を改善すると共に、規則正しいバ

ランスのとれた食習慣を身につけ、健康寿命の延伸と生活習慣病予防を目的に活動

を行っています。 

 

⑥ 味噌汁の塩分濃度調査 

各家々を訪問し、味噌汁の塩分濃度を測定させていただく活動です。適度な塩分濃度 

や減塩調理のポイント等を説明し、減塩の推進を図ります。 
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⑦ 卒業後の食生活応援品の贈呈（高校 3 年生 卒業時） 

今後自立した生活を確立していく島根中央高等学校の卒業生に、食事作りのポイン

ト等が記載された冊子を配布します。自己選択力、自己決定力を養い、食の自立に

ついて支援します。 

  

 

（２）川本町特産品｢エゴマ｣の振興と連携した取り組み 

｢エゴマ｣は、シソ科の植物であり、古来より｢エゴマ油｣として行燈の燃料や番傘の 

 防水塗料として栽培されてきました。川本町では、島根大学医学部との共同研究により、

実からとれる油には｢α-リノレン酸｣が多く含まれ、認知症予防や動脈硬化予防などに効

果があり、また葉には骨粗鬆症予防、花粉症などのアレルギー予防に効果があることが判

明しています。東北地方では、食べると十年長生きできると言われることから、｢じゅう

ねん｣とも呼ばれています。 

川本町では平成１４年度から栽培を行い平成３０年度においては生産面積が約２０㏊ 

となり全国でも有数の産地となりました。令和５年度現在は約１７㏊とやや減少していま

す。 

今後も、エゴマの振興と連携した取り組みを進めるために、生産拡大、地域振興に伴 

う地産地消活動、町民への普及活動を行っていきます。 

 

① エゴマを食べる文化の構築 

  町民の方々へ、より一層エゴマが日常的なものとなり、食生活に取り入れてもらうた

めに、エゴマに関する講習会等を開催します。機能性の認識を深めることによって、

エゴマの有効利用に取り組みます。また、保育所・小学校・中学校の給食への提供量

の増加を図ることで、｢エゴマを食べる文化｣の構築を図ります。 

 

② 地域産業の活性化への取組 

  ｢エゴマを食べる文化｣を構築するとともに、エゴマを地域産業として推進していき

ます。現在、エゴマ商品は町内だけの販売ではなく、都市部においても販売されてい

ます。都市部での振興を図る一方で、川本町内での更なる認知度向上を図っていきま

す。 
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３．地産地消の推進  

（１）消費者への取り組み 

 

【現状】 

   地産地消、食の安心安全についての消費者の意識は、非常に高まっています。しか

し、実際に購入するとなると、価格の安いものを求める傾向もあり、食品を見極める知

識を身につけることが求められています。 

 

【課題】 

① 地産地消意識の向上 

 地産地消を推進していくためには、地域の消費者意識の向上が必要不可欠であり、地産

地消に対する町民の意識高揚が必要です。 

 

② 食の安心安全への意識の向上 

 社会的な問題である食の安心安全については、消費者の関心も高まっていると思われ

ますが、地域における食の現状を誰もが十分に認識し意識を高めるとともに、食材が生

産されてから口に入るまでの全ての情報を管理できる安心安全な食材を地域住民に提

供する仕組みづくりが必要です。 

 

【具体的な取り組み】 

① 地産地消の推進 

広報や講演会等を通じて、地産地消に対する理解を深める取り組みを行います。 

 

② 安心・安全な食の重要性 

広報や講演会等を通じて、食の安心・安全に対する理解を深める取り組みを行います。 

 

 

（２）農業生産への取り組み 

 

【現状】 

本町の基幹産業である農業ですが、高齢化、後継者不足による農業生産者の減少は依然

として続いています。また有害鳥獣が人里の農作物を荒らすことによる食害が深刻化し

ており、生産者の意欲の低下の原因となっています。また、新たに農業を始めることへの

懸念材料となっています。このような状況により、地元野菜が購入できる道の駅への出荷

量も減少しています。 
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【課題】 

① 安心・安全な基準による栽培推進と生産履歴の記帳の推進 

食の安心・安全に対する取り組みによって、環境保全型農業への意識は高まってきてい

ます。しかし、まだまだ取り組む人数は少ないのが現状です。消費の需要も高まってお

り、農作物の付加価値に繋がるため、引き続き、環境保全型農業を推進し、安全・安心

な農作物の栽培を進めていく必要があります。 

 

② 農業生産性の向上  

生産農家も減る中、形状や規格の揃わない産品については、生産者が手間暇かけて栽培

したにもかかわらず、価値が落ちたり、廃棄となり生産者の意欲を落とす原因にもなっ

ています。 

 

③ 有害鳥獣対策 

  川本町鳥獣被害防止計画に基づき、対策を行っています。野生の鳥獣による農作物の被

害を防ぐため、侵入防止のために設置する電気柵や防護柵の購入費用に対する補助を

行います。また、有害鳥獣の捕獲奨励事業を実施しています。 

 

④ 学校給食への継続した安定出荷 

 野菜のできる時期が重なり、大量に食材があるときがあったり、ほとんど食材がないと

きがあったりと、安定した出荷ができない状況があります。そのことが、学校給食での

地元産物の利用割合を上げられない要因の一つとなっています。 

 

⑤ 生産者の確保 

 Ｕ・Ⅰターン者で就農を希望される方に対し、自立していけるような仕組みづくりが必

要です。 

 

【具体的な取り組み】 

① 環境保全型農業の推進 

環境保全型農業を推進するため、有機堆肥を施肥した土づくり技術導入を推進する農

業者に対し、堆肥助成による支援を引き続き行います。有機栽培農家を支援し、生産者

側の安心・安全な食材提供の意識向上を図ります。 

 

 

 

 

 

農産物の付加価値を高める 

令和５年３月末現在、３団体２０名 

＊環境保全型農業直接支払交付金事業実践者 
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      ※環境保全型農業：化学肥料・農薬を５割以上低減する取組とセットで、地球温暖

化防止等環境保全効果の高い営農活動に取り組む農業。 

平成２３年度から補助事業が始まりました。 

 

 

② 6次産業化の推進 

６次産業化により、これまで取り引きされなかった形状や規格の揃わない産品や旬の

時期に大量に生産される野菜について、加工などによる付加価値をつけ、無駄のない生

産、販売の仕組みをつくっていきます。 

 

   

 

   

 

 

                   

③ 計画的な栽培の取り組み 

継続した安定出荷を目指すためには、できた農産物を販売できることが前提となりま

す。このため、学校給食で安定的に利用してもらうことで、いままでの販売用とは別に、

必要な生産量を確保するための生産拡大につながります。また、安定した出荷をするた

めに生産計画を立て、計画的に栽培に取り組む必要があります。このため給食センター

と協議しながら、実施に向けて組織化を図っていきます。 

 

④ 新規生産者の確保 

Ｕ・Ｉターン者の新規就農希望者を対象とした農業体験制度を設け、生産者確保に努

め、生産基盤の強化を図ります。 

 

 

（３）学校給食の取り組み 

 

【現状】 

  学校給食は、川本町学校給食センターにおいて調理し、川本小学校と川本中学校へ 1 

日およそ２００食を提供しています。 

  令和５年度の学校給食の食材仕入れ状況調査(※1)によると、本町の学校給食の食材に 

占める地場産物活用割合（島根県内産を含む）は、７６．８％で、米類については、平 

成 27年 4月から地元農家からの提供を受けて 100%町内産を利用しています。しか 

農家の所得向上 
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し、その他の食材については町内産の活用率は低く、町内の生産者との連携をとりなが 

ら、学校給食における地場産物の活用を推進していく必要があります。 

 また、長引く物価高騰のなかで、児童生徒の健やかな成長のために学校給食の質を維 

持し、保護者負担を軽減する新たな子育て支援策として、令和 6年度から児童生徒の学 

校給食費を無償化することとなりました。 

 

【課題】 

① 生産者との連携 

地元産物を学校給食に活用するためには、学校給食においてどのような食材が、いつ

どれだけ必要なのかを生産者に理解してもらい、また発注者は、何がいつどのくらい

収穫されるのかを把握する必要があります。生産者と発注者との間で連絡を取り合

い、より円滑に収穫された野菜を新鮮な状態で学校給食に活用していく必要がありま

す。 

 

② 学校給食への活用が困難 

地元産品を学校給食に活用するためには、必要量（受注量）を確保する必要がありま

す。しかし、専業農家の減少や生産者の高齢化、品質管理等の面から、1 人で多くの野

菜を１回で納めることが困難な状況です。また、生産者の高齢化による減産や近年の

物価高騰により、今後、米や野菜の価格がさらに上がることで安定的な地元産品の提

供が困難とならないよう対策を検討する必要があります。 

 

【具体的な取り組み】 

① 献立の工夫 

学校給食の献立は前月に作成され、これに基づいて食材の発注をしますが、使用日の

10日前を目処に 1 週間分ずつ分割して発注することにより地元産物を柔軟に活用す

ることができます。また 1ヶ月分を一括発注する方法に比べ、旬の野菜を旬の時期に

タイミングよく活用することができます。地物産品の出荷状況については、仕入れ先

の担当者と常時連絡を取り合い、学校給食における地産地消の取り組みを継続して推

進します。 

また川本町の特産であるエゴマについては、毎月の献立に取り入れた給食の提供を

継続していきます。 

 

② 地元産品の供給における体制作り 

生産者との懇談の場をもつなどして、学校給食に地元産品を多く、安定して供給でき

るような支援及び体制づくりを進めます。 

 

66



③ 美味しまね認証（※２）取得産物の活用 

島根県のブランド推進課や産地支援課と連携し、地元産品の供給が難しい場合は美味

しまね認証を取得した県内農家へ発注・供給できる体制を新たに構築しました。島根

県内の安心安全な野菜を学校給食に活用します。 

④ 給食試食会 

地域の方からの要望に応じて学校給食の試食会を実施します。給食のねらいや地産地

消について話をし、共通理解を図ることで食育の推進についての意識向上を図りま

す。 

 

 

※1）学校給食の仕入れ状況調査 

島根県教育庁保健体育課が実施する調査で、毎年度 6月及び 11月の第 3週の 5

日間（計 10日間）の献立が対象。この期間に使用された地元産及び県内 

産使用食品数÷全使用食品数×１００で地場産物活用割合を算出。 

 

※2）美味しまね認証 

産品が県の定めた GAP（生産工程管理基準）に基づき生産されていることを認証

する県の GAP認証制度です。 

GAPとは、農畜産物を生産する工程で生産者が守るべき管理基準とその取り組み

のことです。 
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Ⅴ 計画の推進に向けて まとめ 

 

 食育を推進していく上で、町民一人一人が食に関わる問題を自らの問題として捉え、主

体的に取り組み事が重要であるとともに、家庭、保育所、学校や地域等、それぞれが役割を

分担・連携しながら、食育を推進していく必要があります。 

 

１．関係者の役割 

 ●町の役割 

   島根県と連携を図りつつ、食育推進計画の作成や食育推進ワーキングの設置を進め、

家庭や保育所、学校、地域を結び、関係機関・団体と連携して地域の特色を活かした食

育の推進に積極的に努めるものとします。 

 

●家庭の役割 

  町民一人一人が、食育が重要な役割を持つことを十分認識し、日常生活における食育

の実践に積極的に努めるものとします。特に、共食を通じた食育の推進に取り組むよう

努めるものとします。 

 

●教育関係者等の役割 

  関係職員の資質向上に努めるとともに、保育所栄養士・栄養教諭・家庭科教諭等が中

心となり、園内、学校内全体で食育を推進するよう努めるものとします。また、家庭や

地域等と連携しながら、子どもの食育の推進に努めるものとします。 

 

●生産者の役割 

  様々な体験・交流の機会を積極的に提供し、食に関する町民の理解を深めるととも

に、学校給食への地場産物の供給など、地産地消への取り組みを推進するよう努めるも

のとします。 

 

●各機関の役割 

  各機関の特色を活かし、町民の食育の実践につながる効果的な活動を展開するよ

う努めるものとします。また、他の機関と相互に連携・協力しながら、地域の実情

に応じた食育を推進する努めるものとします。 
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２．計画の推進・進行管理 

 この計画に位置づけられた食育の各種取り組みは、各機関、関係者が相互に密接に連

携し、総合的、計画的に推進するとともに、町の施策の進行管理については、川本町健

康福祉課（事務局）が食育推進ワーキングにて報告します。 
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